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東
大
御
番
所

木
戸
門
地
面
之
図

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
八
月
に
設
置

さ
れ
た
八
箇
所
番
所
図
面
の
う
ち
、
宮
川

大
橋
西
詰
に
設
け
ら
れ
た
東
大
番
所
の
配

置
図
で
あ
る
。

城
下
東
西
の
大
番
所
は
既
に
延
宝
六
年

（
一
六
七
八
）
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
東

大
番
所
に
四
人
、
西
大
番
所
に
五
人
が
配

置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
『
森
家
先
代
実
録
』

に
見
え
る
。

元
治
元
年
に
は
東
西
大
番
所
を
修
復
し

新
た
に
六
箇
所
の
木
戸
門
、
番
所
を
設
け

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
近

年
時
勢
」
が
「
不
穏
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
・
・
元
治
元
年
八
月
と
い
え
ば
、
四
ケ

国
連
合
艦
隊
の
下
関
砲
雅
、
第
一
次
長
州

征
伐
と
社
会
を
揺
る
が
す
事
件
の
起
こ
っ

た
時
期
で
あ
り
、
彩
色
を
施
し
丁
寧
に
描

か
れ
た
中
に
、
幕
末
の
緊
張
し
た
空
気
が

窺
わ
れ
る
絵
図
で
あ
る
。
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安
藤
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）
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西大番所配置図拝贈蒲緊所図面｣）

東
西
の
大
番
所
が
延
宝
六
年
（
一

六
七
八
）
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
表

紙
解
説
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の

後
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
は
番

所
前
に
制
札
場
が
設
け
ら
れ
た
。

東
西
大
番
所
は
城
下
町
を
貫
通
す

る
出
雲
街
道
の
東
西
の
要
衝
に
位
置

し
、
東
は
宮
川
大
橋
西
詰
、
西
は
蘭

田
川
に
架
か
る
翁
橋
東
詰
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
所
は
、
城
下
防
衛
上
の

重
要
拠
点
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
城

下
町
の
空
間
椛
造
を
決
定
す
る
地
点

で
も
あ
っ
た
。
城
下
町
の
範
囲
は
宮

川
、
耐
田
川
を
越
え
更
に
東
西
に
発

郷土館案内Ｕ
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番
所
と
関
貢

幕
の
内
側
に
は
白
州
を
設
け
、
屋
根
に
は
桧
を
載
せ
る
。
建
物
の
傍
に
は

槍
と
捕
方
三
シ
道
具
（
突
棒
・
袖
が
ら
み
・
さ
す
股
）
が
晩
を
利
か
し
て
い

る
。

展
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
決
し
て

均
質
な
拡
が
り
を
持
っ
て
い
た
訳
で

は
な
く
、
宮
川
・
耐
田
川
を
境
に
城

下
内
町
と
外
町
と
に
区
別
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
内
と
外
と
の
結
節
点
に

置
か
れ
た
番
所
は
、
外
に
対
し
て
は

防
衛
上
の
役
割
を
持
ち
、
内
に
対
し

て
は
城
下
町
支
配
・
治
安
維
持
等
の

機
能
を
果
た
し
て
い
た
。

大
番
所
前
に
は
広
場
が
設
け
ら
れ

そ
こ
に
制
礼
場
が
綴
か
れ
た
の
で
あ

る
が
、
時
に
は
、
博
変
を
し
た
者
が

捕
え
ら
れ
た
後
、
番
所
前
の
広
場
で

西大番所建物停蝋諦蕊所図面｣）

大
き
な
灸
を
す
え
ら
れ
、
そ
の
上
で

手
鎖
追
込
と
さ
れ
る
な
ど
多
様
な
機

能
を
持
つ
広
場
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

城
下
町
の
治
安
維
持
の
た
め
に
設

け
ら
れ
た
設
備
と
し
て
木
戸
が
あ
る
。

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
の
『
改
帳
』

に
は
五
十
四
ケ
所
の
関
批
が
戦
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
享
保
十
年
（
一
七
二

五
）
に
は
、
「
右
相
改
候
処
五
十
三

な
ら
で
ハ
無
之
一
一
付
」
・
と
い
う
具
合

で
一
ケ
所
不
明
に
な
り
以
後
五
十
三

ケ
所
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
た
。
こ
れ

が
、
明
治
に
な
っ
て
撤
去
さ
れ
た
時

に
は
三
十
八
ケ
所
し
か
残
っ
て
い
な

か
っ
た
。

城
下
町
の
木
戸
（
関
賀
）
に
は
番

人
が
付
き
管
理
に
当
た
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
文

化
二
年
（
一
八
○
五
）
の
『
盗
賊
締

方
井
関
貫
定
法
』
か
ら
見
て
み
よ
う
。

木
戸
番
の
役
割
の
主
な
も
の
は
大

扉
の
開
閉
で
あ
る
。
明
六
ッ
時
に
大

扉
を
開
き
、
暮
六
ッ
時
に
閉
じ
る
。

江
戸
時
代
の
時
制
は
不
定
時
制
だ
っ

た
の
で
、
六
シ
時
と
言
っ
て
も
季
節

に
よ
っ
て
異
な
る
。
平
均
的
な
時
間

に
な
る
春
分
・
秋
分
の
頃
で
明
六
ッ

時
が
午
前
五
時
頃
、
幕
六
ッ
時
が
午

後
七
時
頃
に
あ
た
る
。
夏
至
・
冬
至

の
頃
に
は
そ
れ
ぞ
れ
前
後
に
一
時
間

程
度
ず
れ
る
。

こ
の
木
戸
の
開
閉
時
刻
は
江
戸
時

代
を
通
じ
て
不
変
だ
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
享
保
年
間
に
は
五
ッ
時
に
閉

じ
た
こ
と
も
あ
れ
ば
、
安
永
年
間
に

は
四
シ
時
に
閉
じ
た
時
期
も
あ
っ
た
一

大
扉
を
閉
じ
た
後
は
、
脇
の
く
ぐ

り
戸
を
通
行
さ
せ
、
九
ッ
時
（
十
二

時
頃
）
ま
で
は
脇
戸
を
開
い
て
お
く

が
そ
れ
以
降
は
通
行
止
め
と
な
る
。

そ
れ
で
も
緊
急
に
通
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
は
、
武
士
で
あ
れ
ば

紋
付
御
合
印
の
挑
灯
、
町
人
は
居
住

す
る
町
の
年
寄
が
発
行
す
る
印
形
手

国王
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Ｉ形
を
持
参
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

例
外
と
し
て
、
急
ぎ
の
飛
脚
の
場
合

は
十
分
に
身
を
あ
ら
た
め
た
後
、
通

行
を
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
夜

間
の
通
行
者
、
荷
物
等
は
記
録
し
て

お
き
、
翌
朝
、
家
中
関
貧
番
は
同
心

組
小
頭
へ
、
町
方
間
貫
番
は
町
年
寄

へ
そ
れ
ぞ
れ
報
告
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
家
中
関
貫
番
と
町
方
関

貫
番
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
、

武
家
屋
敷
地
と
町
人
屋
敷
地
で
は
支

配
系
統
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。
し

薄い善一一

玲釧珊誉
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か
し
江
戸
で
は
、
町
方
の
関
貫
番
と

区
別
し
て
、
武
家
地
で
は
辻
番
と
称

し
て
い
る
が
、
津
山
藩
で
は
必
ず
し

も
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
町
方
関
貫
番
が
辻
番
と
称

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
更
に
田
町
・

椿
商
下
等
の
関
貧
番
が
組
合
請
負
に

さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
各
町
方
の
町

内
持
に
な
る
な
ど
実
際
の
存
在
形
態

は
多
様
で
あ
っ
た
。

木
戸
の
側
に
は
番
人
の
詰
所
で
あ

る
番
所
が
置
か
れ
た
。
江
戸
の
木
戸

番
は
番
所
に
住
み
込
み
、
定
期
的
に

給
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。
住
み
込

み
な
の
で
番
所
で
商
売
を
す
る
者
も

多
く
、
「
辻
番
と
思
え
ば
鰻
や
い
て

い
る
」
と
川
柳
の
題
材
に
さ
れ
る
ほ

ど
、
こ
う
い
っ
た
状
況
は
一
般
的
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
津
山
で
は
、
関

貫
番
人
は
定
め
ら
れ
た
時
刻
に
木
戸

番
所
に
詰
め
、
「
御
用
」
を
務
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

木
戸
番
所
の
建
物
に
つ
い
て
は
詳

細
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
治
元
年
（
一

八
六
四
）
に
設
置
・
修
復
さ
れ
た
八

箇
所
番
所
の
下
番
所
が
ほ
ぼ
同
規
模

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
八
箇
所
番
所
に
は
役
人

の
詰
め
る
「
番
所
」
と
は
別
に
、
木

戸
門
の
そ
ば
に
「
下
番
所
」
が
置
か

れ
、
こ
こ
に
実
際
の
番
人
が
詰
め
て

い
た
ら
し
い
。
こ
の
下
番
所
は
二
坪

も
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
城

下
町
の
道
幅
が
二
間
～
三
間
、
狭
い

道
で
は
一
間
半
の
と
こ
ろ
も
あ
る
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
程
度
か
、

あ
る
い
は
や
や
小
規
模
の
小
屋
で
あ

っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
番
所
に
無
宿
人

を
宿
泊
さ
せ
た
り
、
関
貫
取
払
後
の

番
所
を
自
身
番
所
と
し
て
利
用
し
て

い
る
な
ど
、
あ
ま
り
に
小
規
模
な
小

屋
と
も
考
え
ら
れ
ず
、
下
番
所
程
度

が
妥
当
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

関
貫
の
作
事
は
当
初
は
作
事
方
で

実
施
し
、
町
方
関
貫
番
賃
銀
は
町
内

持
、
家
中
関
貫
番
賃
銀
は
奉
行
所
持

で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
町
内
負
担
に

移
行
し
て
ゆ
き
、
そ
の
た
め
「
関
災

繕
御
作
事
所
＃
被
成
候
筈
」
と
し
て

大
年
寄
が
過
去
の
事
例
を
調
べ
た
と

い
う
記
載
が
享
保
頃
の
『
以
後
留
』

に
見
ら
れ
る
。

天
明
元
年
（
一
七
八
二
、
町
々
で

そ
れ
ぞ
れ
管
理
し
て
い
た
関
貫
を
一

括
し
て
諸
吟
味
役
の
管
理
下
に
置
く

下
恭
亜
河

龍
根

彰
噛

八
参
所
霧
二

寸
謬
唇

、
駒
．

■

⑤ 郷土館案内
｣IUごn』ＲｍＩ応ご血脈、』唾Q、§､』両目9J応回g』n5QnjI5m』ImnJIUmJmごn』、､｣ＩＵｍｊｎｍｊ面§､』1国9llUQQjI5§g』､錘，』唾gjmn』lrmjIIm』nｍ』､5ｍ』、､』Ⅲmjmnjl5ごnjIB団f凹巧ごg』I唖g』応Ｅｎｊｍｎ』IUmJmn』R、』､、肥、、ごEuI函Q』1面gjIBBQl症Y11IY室､q』芯V、㈲Qｊ

こ
と
に
な
っ
た
。
諸
吟
味
役
と
い
う

の
は
大
年
寄
の
下
で
事
務
補
佐
を
す

る
役
で
、
結
局
大
年
寄
が
一
括
管
理

す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
貫
の
要
不
要

を
判
断
し
、
膨
張
す
る
番
人
賃
銀
支

出
を
抑
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
、
寛
政
五
年
二
七

九
三
）
に
は
諸
吟
味
役
の
下
に
八
貫

九
百
目
余
の
余
剰
銀
が
生
じ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
は
関
貫
を
減
ら
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
以
前
と
同
様
に
町
内

か
ら
徴
収
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
町

内
の
負
担
軽
減
に
は
な
ら
ず
、
こ
う

し
た
余
裕
が
将
来
的
に
続
く
も
の
で

は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

二
月
に
は
、
人
や
荷
物
の
通
行
が
多

い
と
の
理
由
に
よ
り
二
人
番
と
さ
れ

て
い
た
材
木
町
、
船
頭
町
、
元
魚
町
、

鍛
冶
町
、
宮
脇
町
の
関
貫
番
が
一
人

番
に
減
員
さ
れ
、
同
九
年
（
一
八
三

八
）
に
は
、
二
階
町
、
元
魚
町
南
詰
、

戸
川
町
西
横
丁
の
関
貫
が
無
人
と
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
頃

伏
見
町
の
関
貫
も
取
り
払
わ
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
財
政
的
な
要

因
の
み
で
は
な
く
、
実
際
に
関
貫
の

機
能
の
低
下
が
あ
り
、
そ
の
必
要
性

に
も
疑
問
が
持
た
れ
始
め
た
こ
と
に

も
よ
る
が
、
や
は
り
、
関
貫
番
賃
銀

の
支
出
を
賄
い
き
れ
ず
町
内
か
ら
交

替
で
番
人
に
出
る
町
が
続
出
す
る
状

況
が
招
い
た
事
態
で
あ
っ
た
。

江戸の木戸(津山郷土館蔵「江戸一目図」部分）

関
貫
番
の
請
負
が
存
在
し
た
こ
と

に
は
既
に
触
れ
た
が
、
そ
の
存
在
期

間
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
し

か
し
、
少
な
く
と
も
宝
暦
～
寛
政
の

頃
に
は
組
合
に
よ
る
「
受
負
」
が
存

在
し
て
い
た
。
彼
ら
は
株
を
所
持
し

閏
貫
番
所
に
番
人
を
派
遣
し
て
い
た
。

雇
わ
れ
た
の
は
多
く
の
場
合
老
人
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
宝
暦
十
二
年
（
一

七
六
二
）
に
は
番
所
で
勤
務
中
の
独

身
老
人
が
病
死
し
、
以
後
こ
の
よ
う

な
老
人
を
番
人
と
し
て
雇
わ
な
い
よ

う
、
組
合
・
年
寄
に
対
し
厳
し
く
言

い
渡
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
老
人

を
番
人
に
雇
う
こ
と
に
つ
い
て
は
以

後
度
々
禁
令
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
傾
向
は
絶
え
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
庶
民
生
活

を
考
え
れ
ば
、
働
き
盛
り
の
若
者
や

壮
年
が
低
賃
金
の
番
人
に
出
ら
れ
る

は
ず
も
な
く
、
い
き
お
い
貧
し
い
老

人
に
限
ら
れ
て
く
る
。
再
び
江
戸
の

川
柳
を
引
用
す
れ
ば
「
辻
番
は
生
き

た
親
仁
の
す
て
所
」
と
い
う
訳
で
あ

る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
関
貫
は
本

来
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
得
な
く

な
り
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
六
）
に

に
は
「
近
来
閏
不
〆
之
趣
二
付
一
同

呼
出
厳
敷
申
達
」
よ
う
な
事
態
と
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。（

安
藤
治
）



こ
れ
は
、
東
西
一
間
以
上
、
南
北

五
間
の
建
物
で
あ
る
が
、
先
の
調
査

で
は
経
費
や
調
査
期
間
の
制
約
に
よ

り
、
そ
の
具
体
的
な
規
模
や
構
造
を

確
定
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
昨
年
、
想
定
寺
域
の

東
辺
を
通
る
南
北
道
路
が
拡
幅
さ
れ

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
同
年
の
九
月
か

ら
十
月
に
か
け
て
事
前
調
査
を
実
施

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
機

会
に
先
に
課
題
と
し
て
残
し
た
Ｓ
Ｂ

四
十
五
の
補
足
調
査
を
実
施
し
、
建

物
の
規
模
や
構
造
を
ほ
ぼ
把
握
す
る

こ
と
を
得
た
。

何
分
、
小
規
模
な
調
査
で
は
あ
る

が
、
今
の
と
こ
ろ
美
作
国
分
尼
寺
復

元
の
具
体
的
な
唯
一
の
手
が
か
り
で

も
あ
り
、
か
つ
全
国
的
に
み
て
も
、

こ
の
種
の
建
物
の
調
査
例
は
僅
少
と

思
わ
れ
る
の
で
、
い
ま
だ
整
理
途
上

で
は
あ
る
が
、
紙
面
を
借
り
て
そ
の

概
要
を
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

郷土館案内 畦ノ
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美
作
国
分
尼
寺
跡
は
、
八
世
紀
中

頃
国
分
寺
と
共
に
造
営
さ
れ
た
古
代

寺
院
で
あ
る
。
古
く
か
ら
津
山
市
日

上
か
ら
国
分
寺
に
か
け
て
に
比
定
さ

れ
て
き
た
が
、
現
在
そ
の
一
角
に

慌
脆

「
入
神
」
の
小
字
名
を
と
ど
め
る
の

み
で
、
顕
著
な
地
物
は
な
い
。

昭
和
五
十
五
年
頃
か
ら
「
入
神
」

に
南
接
す
る
小
字
「
古
池
」
の
水
田

地
帯
を
対
象
と
す
る
ほ
場
整
備
計
画

が
持
ち
上
が
っ
た
た
め
、
津
山
市
教

育
委
員
会
が
、
昭
和
五
十
六
年
か
ら

五
十
七
年
に
か
け
て
三
次
の
発
掘
調

査
を
実
施
し
、
伽
藍
配
冠
と
寺
域
の

確
認
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
恐
ら

く
小
字
「
古
池
」
一
帯
は
、
寺
域
外

で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
、
国
分
尼
寺

は
現
人
神
の
集
落
の
下
に
眠
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
部
分
に
も
若
干
の

調
査
の
手
を
加
え
て
み
た
が
、
何
分

人
家
の
壁
に
阻
ま
れ
て
思
う
に
ま
か

せ
ず
、
結
局
所
期
の
目
的
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
・
と
は
い
え
、

発
掘
調
査
に
よ
り
い
く
つ
か
の
重
要

な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
、
こ
こ
で

と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
Ｓ
Ｂ
四
十
五

建
物
の
検
出
が
あ
る
。
’

美
作
国
分
尼
寺
跡
雑
舎
建
物
に
つ
い
て

!;:f塑錘聖畠議器”

一
一

さ
て
、
問
題
の
遺
構
は
、
Ｓ
Ｂ
四

十
五
と
呼
称
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

が
、
従
来
東
側
柱
列
と
北
妻
柱
列
の

東
第
一
・
第
二
柱
を
検
出
し
て
い
た

の
み
で
あ
っ
た
が
、
今
回
新
た
に
南

妻
柱
列
と
西
側
柱
の
一
部
を
検
出
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
遺
構
に

即
し
て
説
明
を
加
え
よ
う
。

Ｓ
Ｂ
四
十
五
Ａ
桁
行
五
間
（
一

三
・
五
尉
）
、
梁
間
二
間
（
五
・
四
Ｍ
）

の
南
北
棟
掘
立
柱
建
物
。
西
側
柱
列

の
北
第
一
・
二
・
三
柱
は
未
検
出
で
あ

る
。
柱
間
は
桁
行
・
梁
間
と
も
二
・

七
肘
（
九
尺
）
等
間
に
復
元
で
き
る
。

桁
行
柱
筋
は
、
国
土
座
標
軸
に
対
し

て
北
で
約
三
十
分
西
偏
す
る
。
柱
掘

形
は
、
、
一
辺
七
十
～
八
十
志
の
隅
丸

方
形
を
呈
す
。

現
存
す
る
深
さ
は
、
二
十
五
～
五

十
五
志
で
あ
る
。
Ｓ
Ｂ
四
十
五
Ｂ
を

築
成
す
る
際
、
す
べ
て
西
方
向
か
ら

柱
を
抜
き
取
っ
て
い
る
。
西
側
柱
南

第
二
柱
で
良
好
な
柱
痕
跡
を
確
認
し

た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
柱
の
直
径
は

三
十
志
程
度
と
推
測
さ
れ
る
。
埋
土

は
、
黒
褐
色
粘
質
土
で
少
量
の
弥
生

土
器
・
須
恵
器
・
土
師
器
・
瓦
を
含

む
。

Ｓ
Ｂ
四
十
五
Ｂ
Ｓ
Ｂ
四
十
五

Ａ
を
抜
き
取
っ
て
建
て
替
え
ら
れ
た

礎
石
建
ち
の
建
物
。
桁
行
五
間
（
十
三

・
五
肘
）
、
梁
間
二
間
（
四
・
八
Ｍ
）

を
測
る
。
柱
間
は
、
桁
行
が
Ｓ
Ｂ
四

十
五
Ａ
と
同
じ
く
二
・
七
肘
（
九
尺
）

等
間
、
梁
間
が
Ａ
よ
り
一
尺
縮
少
し

て
二
・
四
賭
（
八
尺
）
等
間
と
な
る
。

従
っ
て
、
西
側
柱
列
は
Ａ
と
同
位
置

に
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
両
妻
中
央

柱
に
つ
い
て
は
三
十
簿
（
一
尺
）
、

東
側
柱
に
つ
い
て
は
六
十
志
（
二
尺
）

西
へ
平
行
移
動
さ
れ
て
い
る
。

礎
石
は
す
べ
て
抜
き
取
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
根
固
め
石
が
若
干
現
存
し

て
い
る
。
礎
石
据
え
付
け
の
た
め
の

穴
は
、
東
側
柱
列
と
両
妻
中
央
柱
が
、

長
辺
百
二
十
窓
、
短
辺
八
十
念
程
の

丸
味
の
強
い
長
方
形
で
、
西
側
柱
は

八
十
～
百
志
の
隅
丸
方
形
を
呈
す
る
。

東
側
柱
列
で
観
察
さ
れ
た
礎
石
据

え
付
け
の
順
序
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。ま

ず
、
最
初
に
Ｓ
Ｂ
四
十
五
Ａ
の

柱
を
西
側
か
ら
抜
き
取
り
、
そ
の
ま

ま
続
け
て
礎
石
据
え
付
け
の
穴
を
掘

り
窪
め
る
。
そ
の
穴
に
、
黄
褐
色
粘

質
土
と
黒
褐
色
粘
質
士
を
混
合
し
て

固
く
つ
き
固
め
る
。
そ
の
後
す
り
鉢

状
の
据
え
付
け
穴
を
掘
り
、
二
十
×

三
十
志
程
の
根
固
め
石
を
敷
い
て
礎

石
を
置
く
。
黄
褐
色
粘
質
土
の
黒
褐

色
粘
質
土
の
混
合
土
中
か
ら
は
、
少

量
の
弥
生
土
器
・
須
恵
器
な
ど
が
出

土
し
、
礎
石
抜
取
穴
に
は
多
数
の
瓦

が
投
棄
さ
れ
て
い
た
。

一
一
一

以
上
、
美
作
国
分
尼
寺
跡
の
調
査

で
検
出
さ
れ
た
Ｓ
Ｂ
四
十
五
建
物
に

つ
い
て
略
説
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、

こ
の
建
物
の
性
格
に
つ
い
て
若
干
の

整
理
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
建
物
の
造
営
時
期
で
あ
る

が
、
Ｓ
Ｂ
四
十
五
Ａ
の
掘
形
埋
土
に

瓦
を
含
む
と
こ
ろ
か
ら
、
恐
ら
く

国
分
尼
寺
創
建
以
後
と
推
測
さ
れ
る

も
の
の
、
具
体
的
な
時
期
を
決
定
す

る
資
料
は
な
い
。
し
か
し
、
建
物
方

位
が
ほ
ぼ
真
北
を
と
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
国
分
尼
寺
に
直
接
関
連
す
る

建
物
と
考
え
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
だ
ろ

う
。
建
て
替
え
の
時
期
に
つ
い
て
も
、

現
状
で
は
推
測
す
る
手
が
か
り
は
な

§
◎

し

次
に
、
屋
根
材
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｂ

四
十
五
Ｂ
の
礎
石
抜
取
穴
に
多
数
の

瓦
が
投
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
が
瓦
葺
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。
そ
れ
に
先
行
す
る
Ｓ
Ｂ
四

十
五
Ａ
は
断
言
で
き
な
い
が
、
堀
立

柱
構
造
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
恐
ら

く
茅
葺
・
桧
皮
葺
な
ど
の
工
法
を
と

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

建
物
規
模
に
つ
い
て
は
、
桁
行
五

間
、
梁
間
二
間
と
考
え
て
さ
し
つ
か

え
な
い
。
南
北
と
東
に
つ
い
て
は
、

調
査
に
よ
り
そ
の
限
界
を
確
認
し
て

い
る
が
、
西
側
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
西
側
柱
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
し
か
調
査

が
及
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
さ

ら
に
西
に
廟
が
つ
く
の
で
は
な
い
か

と
の
疑
問
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
建
て
替
え
の
際
、
西
側

柱
列
が
現
位
謹
で
、
両
妻
中
央
柱
と

東
側
柱
列
が
一
～
二
尺
西
へ
ず
ら
し

て
い
る
と
ご
ろ
か
ら
、
建
て
替
え
の

●
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基
準
が
西
側
柱
筋
と
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
、
恐
ら
く
西
踊
は
存
在
し

な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

建
物
構
造
に
つ
い
て
は
、
妻
中
央

柱
筋
の
南
第
二
と
第
三
柱
が
存
在
し

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
で
、

恐
ら
く
願
も
間
仕
切
り
柱
も
な
い
身

舎
だ
け
の
単
純
な
構
造
と
考
え
ら
れ

る
。

美
作
国
分
尼
寺
跡
の
伽
藍
配
置
や

寺
域
が
不
明
な
現
在
、
遺
跡
全
体
の

中
で
、
Ｓ
Ｂ
四
十
五
を
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
る
か
は
大
変
困
難
な
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
連
の
調
査
に
よ

り
、
Ｓ
Ｂ
四
十
五
は
寺
域
北
半
部
に

あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
も
し
こ
の

推
定
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
現
存
す

る
南
都
の
諸
大
寺
の
例
か
ら
見
て
も
、

当
時
の
寺
院
の
北
辺
に
は
、
政
所
・

厨
・
竃
屋
な
ど
多
く
の
雑
舎
群
が
存

在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｓ
Ｂ
四
十
五

も
、
こ
の
よ
う
な
雑
舎
群
の
一
つ
に

数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

以
上
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
、
ま

た
論
じ
残
し
た
点
も
多
い
が
、
紙
数
．

も
尽
き
た
の
で
一
ま
ず
棚
筆
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

（
湊
哲
夫
）

表(1)

矢
吹
正
則
が
明
治
十
二
年
に
著
わ

し
た
「
美
作
略
史
」
に
よ
る
と
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

享
保
二
年
九
月

美
作
饗
鏡
劾
成

林
盛
龍
謝
舞
懲
蝿
呼
幕
藩
ノ
所

轄
ヲ
厘
分
シ
毎
村
吏
名
草
高
及

ビ
名
勝
奮
顕
等
ヲ
記
録
シ
テ
小

冊
子
卜
為
シ
梓
一
一
上
フ
（
以
下

略
）

原
本
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
吉
備
群

書
集
成
」
第
一
輯
に
収
録
さ
れ
て
い

る
『
美
作
蟹
鏡
」
と
同
資
料
で
あ
ろ

う
。
内
題
は
、
「
懐
中
蟹
鏡
」
で
あ
る

九
十
二
丁
の
小
形
横
帳
で
あ
る
。
表

題
は
な
く
、
見
開
に

郷
村
記
常
漂
幽
軒
筆

一
宮
村
新
兵
衛
と
申
而

中
庄
屋
役
勤
候
節
書
候
と
か
や

先
書
主
一
宮
村
権
兵
衛

，
富
主
一
宮
村

中
島
綱
左
衛
門
元
画

天
明
七
丁
末
年
十
月
．

と
記
し
て
い
る
。
天
明
七
年
（
一
七

八
七
）
の
写
本
で
あ
る
が
、
記
さ
れ

て
い
る
幕
府
の
代
官
や
、
津
山
藩
の

代
官
・
大
庄
屋
名
か
ら
享
保
二
年
に

著
わ
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
常
漂
幽
軒
と
、
林
盛
龍
の

関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ

の
資
料
は
後
述
す
る
点
を
除
く
ど
、

享
保
二
年
時
美
作
一
円
に
お
け
る
、

ほ
ぼ
同
内
容
を
提
供
し
て
い
る
。

美
作
書
鏡
と

郷
村
記
に
つ
い
て

郷土 館 案 内 ⑥
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が
、
林
盛
龍
の
序
文
と
、
奥
書
に

花
も
香
も

う
つ
り
に
け
り
な
醤
鏡

代
春

享
保
二
丁
酉
稔

九
月
吉
日

開
版
却
和
窪
諦
銅

と
あ
る
。

次
に
、
『
郷
村
記
」
に
つ
い
て
は
、

旧
津
山
松
平
藩
士
で
、
郡
代
・
町
奉

行
職
等
を
勤
め
た
三
浦
家
か
ら
当
館

に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

大
き
さ
十
三
・
五
×
十
九
・
○
毒

表(2)Ｊ
ｑ
ｌ
Ｌ

で
は
、
相
違
に
つ
い
て
は
、
主
に

二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
記
載
項
目
で
あ
る
。

松
平
越
後
守
領

内
藤
丹
波
守
領

幕
府
領
代
官
支
配
所

津
山
大
年
寄
町
代
名

国
中
寺
数

国
中
古
城
並
城
主
附

十
二
郡
庄
郷
保

が
、
両
資
料
共
通
で
あ
り
、

津
山
よ
り
方
角
道
法
付

作
州
内
所
々
道
法

五
代
集
歌
ま
く
り

作
州
十
一
社
並
古
跡
名
所

に
つ
い
て
は
、
『
郷
村
記
」
に
は
記
載

さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
、
両
資
料
の
内
容
の
相
違
で

あ
る
。

代官名 触名 石石4鼠

河村源内

進五左衛門触
鹿 戸喜右衛門触
美甘三郎左衛門触
土居七郎兵衛触の内

5621.496

5689.119

6684.777

2258.231

山田与一

近 藤忠左衛門触
福嶋善兵衛触
大谷茂兵衛触の内
土居藤七触

6538

7128
2566

2489

683

505

151

134

和田仁左衛門

中嶋孫左衛門触の内
植月六郎右衛門触の内
庚山孫左衛門触
石原理左衛門触
土居太郎右衛門触

5910

2569

4305

2571

2231

969

555

098

124

049

山岡勘平

香山大郎兵衛触の内
植月六郎右衛門触の内
多胡勘三郎触
中西孫右衛門触

5241

3742

3485

6694

094

444

252

146

荒川唯右衛門

立石弥惣次郎触の内
江川四郎左衛門触の内
桜井七右衛門触
岸新兵衛触

7115

7196

4891

2174

038

158

036

654

高橋幾右衛門 (６触の町作分） 2896384

大庄屋触名 郡名 石石鰯

植月六郎右衛門触
久米『
東南

3058.027

3742.444

香山大郎兵衛触
東南条郡
東北条郡

2953

2963

612

602

中嶋孫左衛門触
東南条郡
東北条郡

3957

1977

957

803

多胡勘三郎触 東北条郡 3485252

中西孫右衛門触 東北条郡 6694146

土居太郎右衛門触 勝南郡 2231 049

立石弥惣次郎触 西々条郡 7372428

江川四郎左衛門触 西々条郡 7196158

桜井七右衛門触 西々条郡 4891 036

鹿山孫左衛門触 西々条郡 4305098

石原理左衛門触 西々条郡 2571 124

土居藤七触 西北条郡 2489134

岸新兵衛触 西北条郡 2174654

土居七郎兵衛触 西北条郡 2258231

大谷茂兵衛触 西北条郡 3550902

福嶋善兵衛触 大庭郡 7128505

近藤忠左衛門触 大庭郡 6538683

美甘三郎左衛門触 大庭郡 6684777

進五左衛門触 真嶋郡 5621 496

鹿戸喜右衛門触 真嶋郡 5689119



津
山
領
に
つ
い
て
は
、
配
列
順
が

全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
領
内
十
万
石
の
村
々
を
、

「
美
作
蟹
鏡
」
で
は
、
東
南
条
郡
・

東
北
条
郡
・
西
北
条
郡
・
西
々
条
郡

・
大
庭
郡
・
真
島
郡
・
久
米
南
条
郡

・
勝
北
郡
の
八
郡
ご
と
に
配
し
ア
い

る
の
沖
対
し
、
「
郷
村
記
」
で
は
、
大

庄
屋
触
ご
と
に
配
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
（
触
と
は
、
大
庄
屋
の
箔
蝿
苛

る
村
々
の
こ
と
で
、
後
年
に
は
栂
と

称
し
た
）
。
表
⑩
に
示
す
と
お
り
、
領

内
八
郡
の
村
々
が
、
二
十
名
の
大
庄

屋
に
よ
っ
て
管
轄
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
表
②
に
示
す

と
お
り
、
二
十
の
触
が
、
郡
代
の
下

六
名
の
代
官
に
よ
っ
て
分
轄
・
統
治

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
「
美
作

鋳
鏡
」
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
他
、
両
資
料
共
に
わ
ず
か
な

相
違
が
あ
ゑ
。
そ
れ
は
、
村
名
・
石

高
・
人
名
等
の
誤
字
・
脱
字
・
誤
写

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
が
活

字
本
、
ま
た
一
方
が
筆
写
本
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
。

最
後
に
、
私
見
で
あ
る
が
、
『
美
作

蟹
鏡
」
が
、
美
作
一
円
を
対
象
と
し

た
「
懐
中
手
如
」
的
資
料
で
あ
る
に

対
し
、
「
郷
村
記
」
は
津
山
領
の
農
村

支
配
体
制
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え

得
る
。
（
神
尾
害
）

こ
の
文
庫
は
、
旧
津
山
藩
士
で
、

明
治
初
期
に
津
山
市
神
戸
に
あ
る
作

楽
神
社
の
神
官
を
勤
め
た
道
家
大
門

の
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
大

門
の
死
後
諸
氏
の
手
を
経
て
、
昭
和

二
十
九
年
当
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
。

道
家
大
門
は
、
天
保
元
年
（
一
八

三
○
）
津
山
藩
士
遠
藤
浦
右
衛
門
の

四
男
に
生
れ
、
幼
名
弥
作
、
助
十
郎

と
称
し
た
。
親
族
で
津
田
家
の
養
子

と
な
り
、
後
に
津
田
家
の
旧
姓
で
あ

っ
た
道
家
と
改
●
め
た
。

明
治
元
年
作
事
奉
行
に
な
り
、
同

志
十
三
名
と
共
に
作
楽
神
社
の
創
建

を
願
い
出
、
翌
年
神
社
の
造
営
に
当

っ
た
。
同
四
年
か
ら
は
神
戸
村
に
移

り
住
み
、
の
ち
神
官
と
し
て
同
社
に

奉
肥
す
る
と
と
も
に
、
名
も
大
門
と

改
め
た
。

彼
は
平
田
篤
胤
の
流
れ
を
汲
む
国

学
者
で
あ
り
、
大
の
敬
神
排
仏
家
で
、

明
治
元
年
平
田
鉄
胤
に
入
門
し
て
い

る
。
安
藤
野
雁
、
草
鹿
砥
宣
隆
と
交

わ
り
、
万
葉
調
歌
人
と
し
て
長
短
歌

に
秀
で
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九

○
）
病
没
し
た
。

こ
の
文
庫
は
四
百
三
十
二
点
千
四

百
四
十
七
冊
に
及
び
、
歴
史
、
文
学

関
係
が
主
で
半
数
以
上
を
占
め
て
い

る
。
次
い
で
国
学
、
神
道
関
係
の
図

道
家
大
門
文
庫
に
つ
い
て

書
で
あ
る
。
歴
史
関
係
は
日
本
史
特

に
古
化
史
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、

大
体
南
北
朝
ま
で
に
集
中
し
て
お
り
、

『
西
宮
記
」
等
の
有
職
故
実
、
『
台
記
」

等
の
日
記
、
三
代
要
記
」
等
の
通
史

を
柱
に
系
譜
、
郷
土
史
も
存
す
る
。

文
学
関
係
は
和
歌
、
物
語
が
主
で
、

万
葉
集
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
風

土
記
も
ま
と
ま
っ
て
あ
る
。
物
語
に

関
し
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
及
び
そ
れ

に
関
す
る
も
の
、
「
今
昔
物
語
」
等
説

話
集
、
『
栄
花
物
語
」
等
歴
史
物
語
等

が
あ
る
。
こ
こ
で
も
古
代
か
ら
中
世

に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
国
学
関
係

で
は
、
平
田
庶
胤
の
著
書
が
比
較
的

多
い
が
、
本
居
宣
長
、
賀
茂
真
淵
等

の
著
書
も
あ
り
、
神
学
関
係
で
は
、

神
社
、
祝
詞
、
祭
紀
に
関
す
る
も
の

が
あ
る
。

自
筆
本
と
し
て
は
「
桜
詞
集
天
児

島
高
徳
に
関
す
る
詩
文
を
集
め
た
も

の
）
、
．
「
餓
中
記
堂
芳
野
紀
行
）
等
が

あ
り
、
書
写
本
は
「
日
本
外
史
」
等

日
本
史
、
神
道
、
国
学
、
和
歌
に
関

す
る
も
の
等
か
な
り
の
点
数
と
な
る
。

ま
た
蔵
書
の
中
に
「
津
山
文
庫
」
．

印
の
押
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の

印
は
大
き
さ
縦
七
・
二
セ
ン
チ
横
六

・
五
セ
ン
チ
と
非
常
に
大
き
く
他
の

蔵
書
印
と
比
較
し
て
も
目
だ
つ
も
の

I．

〈
道
家
大
門
交
庫
の
一
部
〉

悟
道
群
平
田
篤
胤
二
巻
二
冊
刊
本

皇
典
文
莱
平
田
篤
胤
三
巻
三
冊
刊
本

俗
神
道
大
意
平
田
篤
胤
四
巻
四
冊
刊
本

乃
里
登
草
鹿
砥
宣
隆
一
巻
一
冊
大
門
写
本

台
記
藤
原
頼
長
二
十
二
冊
写
本

西
宮
記
源
高
明
十
二
冊
写
本

台
記
別
記
藤
原
頼
長
九
巻
九
冊
・
写
本

日
本
外
史
頼
山
陽
一
一
十
一
一
巻
九
冊
大
門
写
本

一
代
要
記
十
巻
十
冊
写
本

毘
沙
門
堂
記
二
十
巻
二
十
冊
写
本

玉
海
九
条
兼
実
五
十
四
冊
写
本

陰
徳
太
平
記
香
川
正
矩
編
八
十
一
巻
四
十
一
冊
刊
本

作
陽
誌
長
尾
勝
明
編
六
巻
六
冊
写
本

東
作
誌
正
木
輝
雄
三
十
五
巻
存
十
六
冊
大
門
写
本

弘
仁
式
三
十
巻
十
冊
写
本

武
器
考
証
伊
勢
貞
丈
編
二
十
巻
十
六
冊
写
本

伊
呂
波
字
類
抄
橘
忠
兼
十
巻
存
九
冊
写
本

詞
の
玉
の
緒
本
居
宣
長
七
巻
七
冊
刊
本

万
葉
集
二
十
巻
存
十
七
冊
刊
本

万
葉
集
註
釈
仙
覚
抄
仙
覚
二
十
巻
七
冊
刊
本

詞
林
采
葉
抄
由
阿
十
巻
二
冊
写
本

万
葉
代
匠
記
契
沖
二
十
二
巻
一
一
十
六
冊
写
本

万
葉
集
考
筑
茂
真
淵
二
十
巻
存
十
冊
写
本

万
葉
集
玉
乃
小
琴
本
居
宣
長
二
巻
一
冊
大
門
写
本

万
葉
集
玉
の
小
琴
本
居
宣
長
二
巻
一
冊
写
本

桜
詞
集
道
家
大
門
一
巻
一
冊
大
門
自
筆
本

源
氏
物
語
紫
式
部
五
十
四
巻
五
十
七
冊
刊
本

源
氏
物
語
玉
小
櫛
本
居
宣
長
九
巻
九
冊
刊
本

源
氏
物
鱈
忍
草
北
村
湖
春
五
巻
五
冊
刊
本

旧
本
今
昔
物
語
三
十
一
巻
五
十
冊
写
本

明
月
記
藤
原
定
家
四
十
九
巻
五
十
二
冊
写
本

霞
中
記
道
家
大
門
一
巻
一
冊
大
門
自
筆
本
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近
刊
案
内

愛
山
文
庫
目
録

で
あ
る
。
「
津
山
文
庫
」
は
旧
藩
校
の

図
書
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳

細
は
明
ら
か
で
な
く
今
後
の
研
究
課

題
で
あ
る
。
こ
の
印
の
押
さ
れ
て
い

る
も
の
は
四
十
七
点
四
百
五
十
冊
あ

り
、
日
本
史
の
有
職
故
実
、
日
記
類
、

契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
藤
原
定
家

の
『
明
月
記
」
等
冊
数
の
多
い
も
の

が
多
い
。

（
竹
内
知
恵
）

三
一
コ
雪
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篭
が
迩
誇
》
剛
砿
誕
等
樫
晶
１
才
乃

弘
圃
天
派

論
戦
撫
輔
職
繍
噸
蝿
鯛
撫
・

守
吟
が
竹
例
而
折
爵
．
ヅ
ナ
蕊
畿
勢
魚
紬
“

嘩
噸
削
穏
》
郡
牙
城
吸
暑
潅
十
朴
旦
興
星
蹄
騨
刈
一

照
謝
戦
鯛
坤
繍
蝿
溌
職
燃
一

兆
御
晦
龍
健
悔
好
戦
麺
論
典
麗
寵
〈
泥
側
を
麺
捻
垂

御
浜
嬉
淵
娘
蜂
塾
｝
叩
虫
師
壊
上
〃
気
承
継
綱
補
州
・

’
７
．
§
。
割
し

歩

j鰯
』字句｡

P染

明
治
二
十
二
年
、
地
方
自
治
制
度

確
立
の
た
め
、
町
村
制
が
施
行
さ
れ
、

町
村
合
併
が
行
わ
れ
た
。
更
に
、
町

村
財
政
合
理
化
と
し
て
、
町
村
合
併

が
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
。
現
在
の
津

山
市
も
、
周
辺
地
域
を
次
々
に
編
入

し
て
出
来
上
が
っ
た
。

昭
和
四
年
、
苫
田
郡
津
山
町
・
津

山
東
町
・
西
苫
田
村
・
二
宮
村
・
院

庄
村
・
久
米
郡
福
岡
村
が
合
併
し
、

津
山
市
制
が
施
行
さ
れ
た
。
次
い
で
、

昭
和
十
六
年
、
苫
田
郡
東
苫
田
村
、

久
米
郡
佐
良
山
村
が
、
津
山
市
に
編

入
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
十
九

年
、
苫
田
郡
田
邑
村
・
一
宮
村
・
高

田
村
・
神
庭
村
・
高
倉
村
・
高
野
村
、

勝
田
郡
河
辺
村
・
大
崎
村
・
広
野
村

・
滝
尾
村
が
新
し
く
津
山
市
と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
津
山
市
が

造
成
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

今
回
整
理
し
た
資
料
は
、
津
山
市

合
併
以
前
の
旧
市
町
村
役
場
で
作
成

さ
れ
た
、
行
政
関
係
の
役
場
文
書
で

あ
る
。
こ
れ
ら
行
政
関
係
の
役
場
文

書
は
、
保
存
規
定
に
よ
っ
て
、
役
場

で
の
保
管
年
数
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、

次
々
と
処
分
さ
れ
て
い
っ
た
。
処
分

さ
れ
ず
に
残
っ
た
文
書
は
、
合
併
の

際
に
は
、
新
し
い
市
町
村
へ
引
き
継

が
れ
た
。
津
山
郷
土
館
の
所
蔵
す
る

行
政
資
料
の
整
理

役
場
文
書
も
同
様
で
あ
る
。
戸
長
役

場
か
ら
旧
市
町
村
役
場
へ
渡
り
、
津

山
市
へ
合
併
す
る
時
に
、
津
山
市
役

所
へ
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
の
役
場
文
書
の
一
部
分

が
、
津
山
郷
土
館
に
移
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

明
治
末
期
を
中
心
と
し
て
、
明
治

中
期
か
ら
昭
和
二
十
九
年
ま
で
の
文

書
で
あ
り
、
総
数
は
八
百
五
十
六
点
。

こ
れ
ら
を
、
津
山
市
合
併
当
時
の
村

名
を
基
準
に
、
広
野
村
・
院
庄
村
を

欠
く
十
七
箇
市
町
村
に
分
け
て
、
村

ご
と
に
整
理
分
類
し
た
。
村
別
に
み

る
と
。津

山
町
十
一
点

津
山
東
町
一
点

西
苫
田
村
九
点

二
宮
村
十
点

福
岡
村
五
十
六
点

佐
良
山
村
十
九
点

東
苫
田
村
二
点

田
邑
村
四
十
八
点

一
宮
村
三
十
四
点

高
田
村
十
七
点

神
庭
村
四
点

高
倉
村
二
百
二
十
一
点

高
野
村
五
点

河
辺
村
三
百
六
点

大
崎
村
四
十
四
点

滝
尾
村
六
十
四
点

津
山
市
五
点

と
な
っ
て
い
る
。

分
類
方
法
に
つ
い
て
は
、
明
治
・

大
正
・
昭
和
時
代
と
長
い
年
代
に
わ

た
っ
て
い
る
の
で
、
時
代
ご
と
の
分

類
方
法
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
各

村
で
の
点
数
も
少
な
く
、
役
場
文
書

で
あ
る
た
め
、
時
代
を
分
け
ず
、
大

き
く
十
一
の
項
目
に
分
類
し
た
。

Ｏ
庶
務
四
十
六
点

１
戸
籍
四
百
四
十
八
点

２
土
地
二
百
十
四
点

３
農
工
商
・
勧
業
七
点

４
土
木
三
十
四
点

５
衛
生
五
点

６
教
育
・
文
化
三
点

７
兵
事
十
四
点

８
税
務
五
十
三
点

９
会
計
十
五
点

、
議
事
十
七
点

そ
の
結
果
、
戸
籍
関
係
の
も
の
が
多

く
、
全
体
の
ほ
ぼ
五
十
二
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
た
。
こ
れ
ら
は
、
出
産
・

死
亡
、
転
入
・
転
出
に
よ
る
戸
籍
の

異
動
を
記
載
し
た
、
加
籍
・
除
籍
・

管
内
異
動
目
録
が
中
心
と
な
っ
て
い

る
。
次
に
多
い
の
は
、
土
地
関
係
で

あ
る
。
土
地
台
帳
、
名
寄
帳
、
丈
量

野
取
図
の
ほ
か
に
、
土
地
の
所
有
関

係
・
移
動
関
係
の
資
料
で
、
全
体
の

約
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。

続
い
て
、
税
務
、
庶
務
と
な
る
が
、

各
々
わ
ず
か
ず
つ
し
か
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
応
整
理
を
終

え
た
が
、
片
寄
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
今
後
の
近
現
代
史
研
究
の
た

め
に
は
、
新
し
い
行
政
関
係
の
資
料

の
整
理
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。

（
森
尚
美
）
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